
№２ 道路の変更に関する案件概要 
 
議第1195号 横浜国際港都建設計画道路の変更 

 

（内容） 

３・５・13 号大田神奈川線は、鶴見区駒岡五丁目（川崎市界）を起点とし、神奈川区西寺尾一丁

目を経由し神奈川区子安通に至る、延長約 7,130 メートル、幅員 15 メートル、車線数が２車線の

幹線街路です。 

本路線は、鶴見区馬場七丁目地内で１・４・６号高速横浜環状北線（以下、「北線」という。）の

馬場出入口が接続することから、鶴見区上の宮一丁目地内から神奈川区西寺尾一丁目地内の区間に

おいて、北線の都市計画決定に合わせて平成 12 年７月に都市計画変更し、平成 13 年９月に事業認

可を受け、事業を進めています。 

このたび、事業を進める中で、法隆寺交差点に接続する市道北寺尾第 95 号線の線形改善による

更なる走行性と安全性の向上を図るため、交差点形状を変更することとしました。この交差点形状

の変更やバスベイの設置などに伴い、本路線の区域を変更します。 
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ＪＲ東海道貨物線と 
立体交差 
ＪＲ横須賀線と 
立体交差 
ＪＲ東海道本線と 
立体交差 
ＪＲ京浜東北線と 
立体交差 
京急本線と立体交差 
自動車専用道路と 
立体交差：１箇所 
幹線街路と 
平面交差：７箇所 
 
 

路線の幅員 
15～26ｍ 

車線の数の内訳 ２車線 約 
4,000ｍ 

  

４車線 約 
3,130ｍ 


